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SDGs
ハイライト表示
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。平成13年（2001年）に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、平成27年（2015年）9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12年（2030年）までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。
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埼玉県SDGsパートナー登録制度
ハイライト表示
SDGsの取組を自ら実施、公表する県内企業・団体等を県が登録する制度。

埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム
ハイライト表示
「ワンチームで埼玉版SDGsを推進する」という目的に賛同した企業・団体等で構成され、官民連携でメールマガジンなどによる情報共有や、シンポジウム開催等による普及・啓発を行う場。

埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度
ハイライト表示
環境分野のSDGsの達成に向けた取組を宣言し、一定の要件を満たす企業等の取組を県ホームページ等で発信する制度。

エコアップ認証制度
ハイライト表示
環境マネジメントに取り組み、かつCO2削減等に優れた取組をしている事業所を「エコアップ認証事業所」として県が認証する制度（平成19年（2007年）開始）。認証を通して、事業者に公的な信用を付与することで、事業者の更なるCO2削減の取組を支援し、事業部門におけるCO2削減を促進することを目的としている。

地産地消
ハイライト表示
もともとは地域で生産された農産物を地域で消費することをいう。
エネルギーについても、地域で必要とするエネルギーを太陽光や太陽熱などの再生可能エネルギーの活用などによって地域で生み出し利用することをいう。

有機農業
ハイライト表示
化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業のこと。

グリーン購入
ハイライト表示
購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入すること。

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策推進法」という）では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。
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生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

レッドデータブック
ハイライト表示
絶滅のおそれのある野生生物の種をリストアップし、その生息・生育状況を解説したもの。埼玉県では動物編を平成8年（1996年）に、植物編を平成10年（1998年）に発行し、以降交互に改訂している。

外来生物
ハイライト表示
外来生物法で、「海外から日本に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されている。
国外から日本に導入されるもののみを対象としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。
また、外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを特定外来生物という。
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マイクロプラスチック
ハイライト表示
一般に5mm以下の微細なプラスチック類をいう。5mm以下のサイズで製造された一次マイクロプラスチックと、大きなプラスチックが環境中で破砕・細分化されて5mm以下になった二次マイクロプラスチックに分類される。生物が誤食しやすく、生態系への影響が懸念されている。

微小粒子状物質（PM2.5）
ハイライト表示
大気中に浮遊する物質のうち、粒径2.5μm（マイクロメートル：μm＝100万分の1m）以下の小さな物質。肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられている。




